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○有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則 

平成18年1月1日 

規則第54号 

改正 平成19年6月29日規則第16号 

平成27年3月3日規則第6号 

平成27年12月24日規則第23号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、有田川町ひとり親家庭医療の支給に関する条例(平成18年有田川町条

例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(受給資格) 

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する「これに準ずる男子又は女子」とは、次に掲げる

男子又は女子をいう。 

(1) 離婚した男子又は女子であって現に婚姻をしていないもの 

(2) 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子 

(3) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子又は

女子 

(4) 配偶者から遺棄されている男子又は女子 

(5) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることが

できない男子又は女子 

(6) 婚姻によらないで母又は父となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていない

もの 

(7) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律

第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受けている男子又は女子であって、当該

命令の申立てを行ったもの 

(登録の申請) 

第3条 条例第5条の登録を受けようとするときは、ひとり親家庭医療費受給資格登録申請

書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1) 医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証 

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者

は、認定通知書 

(3) 前号に定める児童扶養手当の未受給者にあっては、次のアからウに掲げる書類 
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ア 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項第5号に規定する者にあっ

ては、医師の診断書 

イ 母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第1号に規定する者にあ

っては、刑務所、拘置所等その事実を証明する官公署の書類 

ウ 児童扶養手当法第3条第2項に規定する公的年金受給者は年金証書 

エ アからウまでに掲げる者以外のものにあっては、町長が特に必要と認める者の証明

書 

(4) 支給対象者がその年の1月1日に町内に住所を有しなかったときは、その者の前年又

は前前年の所得につき、所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書 

(受給資格証の交付) 

第4条 町長は前条の規定による受給資格登録申請書を受理したときは、その内容を審査し

条例第2条に定める要件に該当する者と認めたときは、ひとり親家庭医療受給者証交付簿

(様式第2号)及びひとり親家庭医療費受給資格者登録台帳(様式第3号)に登載の上ひとり親

家庭医療費受給資格証(様式第4号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。 

2 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は受給資格証の有効期間が満了

した場合、町長に当該受給資格証を速やかに返還しなければならない。 

(支給及び支払の方法) 

第5条 条例第6条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする対象者は、ひとり親家

庭医療費支給申請書(様式第5号)に医療機関等の発行する領収書等を添えてこれを町長に

提出しなければならない。 

2 町長が受給資格者に代わり医療機関等に支払う費用の交付を受けようとする医療機関

等は、医療保険各法のうち国民健康保険法に基づく支給にかかる請求については、和歌山

県国民健康保険団体連合会が定める請求書により和歌山県国民健康保険団体連合会を経

由し、その他医療保険各法に基づく支給に係る請求については、社会保険診療報酬支払基

金和歌山支部を経由し町長に請求書を提出、若しくはひとり親家庭医療費請求書(様式第6

号)を町長に提出しなければならない。 

(受給資格証の更新申請) 

第6条 対象者は受給資格証の有効期間(この規則施行の日から1年を経過する年毎7月31日)

満了により更新を受けようとするときは、ひとり親家庭医療費受給資格証更新申請書(様

式第1号)に医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証を添えて町長に申請しなけれ

ばならない。 
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2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用す

る。 

(受給資格証の再交付) 

第7条 対象者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給資

格証再交付申請書(様式第7号)により、町長に再交付を申請することができる。 

2 受給資格証を破損した場合は、前項の申請書にその受給資格証を添えなければならない。 

3 対象者は受給資格証の再交付を受けた後、亡失した受給資格証を発見したときは、速や

かにこれを町長に返還しなければならない。 

(届出及び受給資格証の返還) 

第8条 受給資格者が次に掲げる事項に該当する場合には、ひとり親家庭医療費に関する資

格内容変更・喪失届(様式第8号)に受給資格証を添えて、速やかに町長に届け出なければ

ならない。 

(1) 出生し、又は死亡したとき。 

(2) 他の市町村へ転出したとき。 

(3) 扶養又は養育の関係がなくなったとき。 

(4) 社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者でなくなったとき、又は適用を受けるべ

き社会保険各法を異にしたとき。 

(5) 氏名又は住所等受給資格証の記載事項に変更があったとき。 

(6) 18歳に達する日以後の最初の3月31日になったとき。 

2 対象者はその資格を失ったときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならな

い。 

(台帳の整備) 

第9条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。 

(1) ひとり親家庭医療受給者証交付簿(様式第2号) 

(2) ひとり親家庭医療費受給資格者登録台帳(様式第3号) 

(3) ひとり親家庭医療費支給申請書(様式第5号) 

(帳簿等の保存期間) 

第10条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から、次の期間保存するもの

とする。 

(1) ひとり親家庭医療費受給資格証交付簿 5年 

(2) ひとり親家庭医療費受給資格者登録台帳 5年 
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(3) ひとり親家庭医療費支給申請書 5年 

(4) ひとり親家庭医療費請求書 5年 

(5) ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書 2年 

(6) ひとり親家庭医療費受給資格証更新申請書 2年 

(その他) 

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町ひとり親家庭医療費の支給に関する

規則(平成元年吉備町規則第2号)、金屋町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規

則(昭和60年金屋町規則第5号)又は清水町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規

則(昭和52年清水町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの

規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成19年6月29日規則第16号) 

この規則は、平成19年8月1日から施行する。 

附 則(平成27年3月3日規則第6号) 

この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年12月24日規則第23号)抄 

(施行期日) 

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施

行の日(平成28年1月1日)から施行する。 

(有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置) 

第3条 この規則の施行の際、第2条による改正前の有田川町ひとり親家庭医療費の支給に

関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 
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様式第1号(第3条、第6条関係) 

様式第2号(第4条、第9条関係) 

様式第3号(第4条、第9条関係) 

様式第4号(第4条関係) 

様式第5号(第5条、第9条関係) 

様式第6号(第5条関係) 

様式第7号(第7条関係) 

様式第8号(第8条関係) 

 


